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特定個人情報等の保護に関する誓約書
　

　さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務（令和９年度当初課税分）に従事するにあたり、地方税法第２２条に規定する罰則の内容、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する罰則の内容、個人情報の保護に関する法律に規定する罰則の内容並びに民事上の責任について説明を受けました。
上記法律を遵守し、業務において知り得た個人番号及び特定個人情報並びに機密その他の情報を適切に取り扱うことを誓約します。
　

さいたま市財政局税務部市民税課長　宛


令和　　年　　月　　日


自筆署名　　　　　　　　　　　　　　　
